
目

次

規

則

○
青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
一

○
青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
一

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
公
有
水
面
埋
立
て
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
四

公

告

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
四

○
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
五

○
空
間
放
射
線
測
定
器
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
五

正

誤

○
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
号
外
第
十
八
号
告
示
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
七

規

則

青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
三

月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
三

項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
以
下
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
を
除
き
、
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
一

青
森
県
報
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第
六
百
二
十
九
号

令
和
五
年六

月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）



条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
般
社
団
法

人
ミ
ラ
イ
ク
北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
生
松

六
五
の
三

児
童
発
達

支
援

ミ
ラ
イ
ク
学

園

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
生
松

六
五
の
三

令
和五･
七･
一

一
般
社
団
法

人
ミ
ラ
イ
ク
北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
生
松

六
五
の
三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ミ
ラ
イ
ク
学

園

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
生
松

六
五
の
三

〃

青
森
県
告
示
第
四
百
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十

年
十
一
月
十
二
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
五
年
六
月
十
六
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
野
辺
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
五
六
八
番
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑯
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ

線
及
び
①
の
地
点
と
⑯
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
二
一
・
三
八
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
二
三
・
七
四
八

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
七
〇
・
三
八
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
一
二
・
六
六
一

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
八
七
・
四
七
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
八
八
・
四
四
二

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
七
八
・
七
四
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
九
〇
・
四
三
七

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
八
九
・
五
七
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
四
〇
・
一
九
四
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⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
八
八
・
〇
九
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
四
〇
・
四
九
六

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
八
二
・
五
八
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
一
五
・
三
四
一

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
五
九
・
四
九
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
二
〇
・
五
五
三

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
六
五
・
一
三
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
四
五
・
五
七
四

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
六
二
・
八
一
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
四
六
・
〇
九
三

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
五
六
・
五
九
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
一
八
・
四
六
二

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
四
三
・
四
三
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
二
一
・
四
四
六

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
四
一
・
八
五
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
一
四
・
四
三
三

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
五
七
・
三
二
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
一
〇
・
九
一
七

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
四
〇
・
六
七
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
三
七
・
一
五
三

⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
二
五
・
一
九
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
四
〇
・
六
四
四

３

面
積

三
、
八
〇
一
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
四
百
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十

年
十
一
月
十
二
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
五
年
六
月
十
六
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
野
辺
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
二
三
の
一

野
辺
地
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
二
三
の
一

野
辺
地
町
長

野
村
秀
雄

二

埋
立
区
域

１

位
置

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
五
六
八
番
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
⑬
の
地
点
か
ら
⑯
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ

線
及
び
⑬
の
地
点
と
⑯
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
四
一
・
八
五
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
一
四
・
四
三
三

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
五
七
・
三
二
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
一
一
〇
・
九
一
七

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
四
〇
・
六
七
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
三
七
・
一
五
三

⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
六
九
二
五
・
一
九
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
二
四
〇
四
〇
・
六
四
四

３

面
積

一
、
二
〇
〇
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル
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青
森
県
告
示
第
四
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し

裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
村
ノ
上
九
の
二

田

一
、
〇
〇
七

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
村
ノ
上
一
三
の
九

田

一
、
二
三
六

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
村
ノ
上
一
三
の
一
一

田

一
、
三
三
七

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
村
ノ
上
一
九
の
一

田

三
、
三
六
三

二

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な
り
、
又
は
不
在
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ

る
。

三

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

裁
定
手
続
後
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

四

希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

令
和
五
年
一
〇
月

一
〇
年

二
〇
七
、
〇
〇
〇

五

意
見
書
の
提
出
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

二
七
九
号

む
つ
市
大
畑
町
赤
川
村
二
五
の
一
か
ら

む
つ
市
大
畑
町
赤
川
村
八
の
一
ま
で

前

七
・
五
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

前

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

七
・
五
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

令
和
五
年
七
月
十
二
日

２

提
出
先

青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

㈡

意
見
書
の
提
出
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容

㈢

意
見
書
の
提
出
者
の
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画

㈣

意
見
書
の
提
出
者
が
申
請
に
係
る
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

㈤

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

㈥

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
公
表

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
厩
今
別
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課

及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
東
青
地
方
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

空
間
放
射
線
測
定
器
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

次
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
購
入
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
は
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
。

空
間
放
射
線
測
定
器

一
式

２

調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

納
入
期
限

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
二
年
五
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
三
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
八
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
四
年
二
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
又
は
令
和
五
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
五
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開

札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指

名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に

知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

調
達
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
類
似
品
に
つ
い
て
相
当
数
の
納
入
実
績
が
あ
る
こ
と
を
証
明

し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

６

調
達
物
品
に
つ
い
て
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
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い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
五
年
七
月
十

九
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請

書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
五

４

提
出
部
数

二
部

六

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
五

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
五
年
八
月
九
日
（
時
間
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

会
計
管
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最

低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

３

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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正

誤
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構

造

政

策

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区
分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
五･
三･二四

号
外
第
一
八
号

告
示

第
二
百
四
号

三

下

二

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


